
別記様式（第３条関係） 

開催記録 

名 称 令和８年度 第１回会津美里町健康づくり推進協議会 

開催日時 令和８年５月 15 日 午後３時 00 分から３時 30 分まで 

開催場所 会津美里町役場 本庁舎 206 会議室 

出席者 別添 健康づくり推進協議会委員名簿のとおり 

議 題 
(１)会津美里町新型インフルエンザ等対策行動計画（案）について  
(２)その他 

資料の名称 会津美里町新型インフルエンザ等対策行動計画（案） 

記録方法 □全文記録 □発言者の発言内容ごとの要点記録 ☑会議内容の要点記録 

内容 

（新たに委員となった方３名へ委嘱状の交付） 
（委員・職員の紹介） 
１．開会（事務局） 
２．会長あいさつ 
  本日の案件は、町長より諮問ありました「会津美里町新型インフルエンザ等対策行動計画

（案）について」でございます。皆さまから、忌憚のないご意見等を賜りますようお願い申

し上げまして、挨拶といたします。 
３．協議事項（条例第６条第２項の規定により会長が議長となる。） 
 〇条例第５条第２項の規定により会長の職務を代理する者の指名 

昨年度の会議の際に職務を代理する者を指名しておりましたが退任されたため、改めて

柿本委員を指名した。（他委員からの異議なし） 
（１）会津美里町新型インフルエンザ等対策行動計画（案）について  

【説明者：事務局】（略） 
〈策定趣旨〉令和元年末に発生した新型コロナウイルス感染症への対応経験を踏まえ、

国は令和６年に政府行動計画を全面改定し、福島県においても県行動計画が（令和７年

３月に）改定されたことから本町においても、新型インフルエンザ等対策特別措置法第

８条の規定により「福島県新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、「会津美里

町新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定するものです。なお、従前の「会津美里

町新型インフルエンザ等対策行動計画（平成 27 年３月）」については本行動計画の発



効により廃止となります。 
〈質疑応答〉 
委 員：本計画において、他市町村と異なる本町独自の特徴はあるのか。 
事務局：本計画は、国の方針に基づき国・県・町の役割分担で作成しており独自性はな

く、国や県の対応方針に基づき町が連携して進めることとしております。非常時

における統一的対応が重要と認識している。 
議 長：他に質疑等はないか。 
委 員：（質疑等なし） 
議 長：諮問案件に対し、本案は妥当なものと認め、原案通り答申することとしたいが、

ご異議ございませんか。 
委 員：（異議なし） 
議 長：会津美里町新型インフルエンザ等対策行動計画案を原案どおり答申する。 

（２）その他 
   委 員：イランの戦争影響で石油製品由来の資材（ビニール袋、チャック付袋、買い物

袋）や自動車用オイルの不足が薬局や住民に影響し始めているとの報告。 
   事務局：災害用の食品類や生活必需品としての紙おむつ、毛布、簡易トイレ等などは備

蓄しているが、ビニール袋や買い物袋など石油製品については特段の備蓄はな

い。 
４．その他 【説明者：事務局】 
５．閉会 
 

 


